
第１類　通規　（個人情報保護条例等施行規則）

9 5 の 2 195の21　　〔ふじみ衛27〕

〇ふじみ衛生組合個人情報保護条例等
施行規則

（令和５年３月29日規　則　第　１　号）

（趣旨）

第１条　この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）、

個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号。以下「令」という。）及びふじみ

衛生組合個人情報保護条例（令和５年ふじみ衛生組合条例第１号。以下「条例」という。）（以

下これらを「法令等」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。

（管理体制）

第２条　条例第５条に規定する安全管理措置を講じるための管理体制は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。

⑴　個人情報保護統括責任者　管理者の指示を受け、ふじみ衛生組合（以下「組合」とい

う。）における全ての保有個人情報の適正な取扱いについて統括するものとし、管理者が属

する市の参与をもって充てる。

⑵　個人情報保護責任者　組合における保有個人情報の適正な取扱いについて管理するものと

し、事務局長をもって充てる。

⑶　個人情報保護管理者　個人情報保護責任者の下で各課における保有個人情報の適正な取扱

いについて管理するものとし、各課の長の職にある職員をもって充てる。

⑷　個人情報保護担当者　個人情報保護管理者の下で各課における保有個人情報の適正な取扱

いに係る運用を行うものとし、個人情報保護管理者の指名する職員をもって充てる。

（目的外利用等の手続）

第３条　法第69条第２項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又

は提供（実施機関（管理者及び監査委員をいう。）間におけるものに限る。以下この条（第２

項第２号を除く。）において同じ。）を受けようとする課の長は、当該保有個人情報の個人情報

保護管理者に申請するものとし、個人情報保護管理者は、申請があったときは、速やかに当該

申請を認めるかどうかを決定し、当該決定の内容を申請者に対して通知するものとする。ただ

し、個人情報保護管理者が緊急やむを得ないと認めるときはこの限りでない。

２　利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供を受けようとする課の長は、

当該保有個人情報について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
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⑴　申請目的以外の利用の禁止

⑵　承認を受けた課以外の利用の禁止又は当該実施機関以外の者への提供の禁止

⑶　利用期間終了後の返却義務又は消去義務

⑷　前各号に掲げるもののほか、個人情報保護管理者が必要と認めること。

３　利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供を受けようとする課の長が前

項に規定する条件に違反したときは、個人情報保護管理者は、承認を取り消すとともに、利用

又は提供を認めた保有個人情報の返却その他の必要な措置を求めることができる。

（条例に基づく個人情報ファイル簿の公表）

第４条　条例第７条第１項の規定により作成した個人情報ファイル簿の公表は、事務所に備えて

置き一般の閲覧に供する方法とする。

（個人情報ファイル簿の記載事項）

第５条　条例第８条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

⑴　管理番号

⑵　保有開始日

⑶　廃止日

⑷　変更日

⑸　個人番号の有無

⑹　対象者数

⑺　記録情報の収集元

⑻　個人情報ファイルを使用する事務の名称

（適正な開示等の運用）

第６条　実施機関は、条例第９条の規定を踏まえ、別に定めるところにより、保有個人情報の開

示等の適正な運用を推進するものとする。

（電磁的記録の開示方法）

第７条　法第87条第１項の規定による電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の

方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

⑴　音声データ　次のいずれかの方法

ア　専用機器等により再生したものの聴取

イ　光ディスクその他の電磁的記録媒体（電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同

じ。）に複製したものの交付

⑵　映像データ（写真等を表示する画像データを含む。）　次のいずれかの方法

ア　専用機器等により再生したものの視聴（写真等を表示する画像データにあっては、用紙

に出力したものの閲覧を含む。）

イ　光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの（写真等を表示する画像データにあ
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っては、用紙に出力したものを含む。）の交付

⑶　前２号に掲げるもの以外の電磁的記録　次のいずれかの方法

ア　用紙に出力したものの閲覧又は交付

イ　光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

ウ　ア及びイに掲げるもののほか、当該電磁的記録に応じた適切な方法

（写しの交付による場合に要する費用とその納付方法）

第８条　条例第11条第２項に規定する写しの交付による場合に要する費用は、前納（交付のとき

に徴収する。）とし、写しの作成に要する費用にあっては別表第１に掲げるところにより、写

しの送付に要する費用にあっては郵送料その他の実費によるものとする。ただし、実施機関が

やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

２　写しの作成に要する費用の納付の方法は、現金又は郵便為替（写しの送付による場合に限

る。）とする。

３　令第28条第４項の写しの送付に要する費用の納付の方法は、現金、郵便為替又は郵便切手と

する。

（苦情申出に係る処理）

第９条　実施機関は、条例第12条の規定により苦情の申出を受けた場合は、速やかに処理し、当

該苦情申出人に対し、その結果を通知するものとする。

（運用状況の公表）

第10条　条例第15条の規定により運用状況として公表する事項は、次に掲げる事項とする。

⑴　個人情報ファイル簿の届出の状況

⑵　電子計算組織により処理する個人情報の記録項目その他電子計算組織による処理状況

⑶　目的外利用及び第三者提供の状況

⑷　保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の状況

⑸　保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定の状況

⑹　自己に係る個人情報の取扱いについての苦情の申出の状況

⑺　保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求に対する決定又は当該請求に係る不作

為についての審査請求の状況

⑻　前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

（文書の様式）

第11条　法令等及びこの規則の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、別表

第２に掲げるところによるものとする。

（事務の委任）

第12条　管理者以外の実施機関は、次に掲げる事務を管理者に委任する。

⑴　保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の受理に関すること。
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⑵　保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定の通知の送付に関すること。

⑶　開示決定等に係る第三者意見の聴取のための通知の送付に関すること。

⑷　保有個人情報の開示の実施（個人情報保護担当課の窓口においてするものに限る。）に関

すること。

⑸　保有個人情報の開示に係る写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

⑹　自己に係る個人情報の取扱いについての苦情の申出に係る通知の送付に関すること。

⑺　保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求に対する決定又は当該請求に係る不作

為についての審査請求の受理及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。

２　前項各号に掲げる事務は、総務課において行う。

（委任）

第13条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附　則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。
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別表第１（第８条関係）

種　　　　類 金　　　　　　　　額

文書、図画及び写真 写し
（単色刷り）１枚につき10円
（多色刷り）１枚につき30円

マイクロフィルム 用紙に出力したもの
（単色刷り）１枚につき10円
（多色刷り）１枚につき30円

電磁的記録 光ディスクに複
製したもの

日本産業規格Ｘ0606又はＸ6281に適合する
直径120ミリメートルの光ディスクの再生
装置で再生することが可能なもの
１枚につき50円

日本産業規格Ｘ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生
することが可能なもの
１枚につき100円

その他の電磁的記録媒体に複製したもの
当該電磁的記録媒体に係る費用

用紙に出力したもの
（単色刷り）１枚につき10円
（多色刷り）１枚につき30円

備考

１　用紙の両面に印刷された文書、図画及び写真については、片面を１枚として算定する。

２　写し（マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては用紙に出力したもの）を交付

する場合は、原則として日本産業規格Ａ列３番までの用紙を用いるものとするが、これを

超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格Ａ列３番による用紙を用い

た場合の枚数に換算して算定する。

３　写しの作成に際してプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得るこ

とができるように組み合わされたものをいう。）の作成その他の特別の処理を必要とする

場合は、当該処理に要する費用を併せて徴収する。この場合において、契約上の理由その

他必要があると認めるときは、その概算額を徴収できるものとし、特別の処理の終了後に

精算して過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
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別表第２（第11条関係）

様式
番号 様　　　式　　　名 根　拠　規　定

１ 個人情報ファイル簿 法第75条

２ 保有個人情報開示請求書 法第77条第１項

３ 保有個人情報開示決定通知書 法第82条第１項

４ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 法第87条第３項

５ 保有個人情報不開示決定通知書 法第82条第２項

６ 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 法第83条第２項

７ 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 法第84条

８ 他の行政機関の長等への開示請求事案移送書 法第85条第１項

９ 開示請求者への開示請求事案移送通知書 法第85条第１項

10 第三者意見照会書（法第86条第１項適用） 法第86条第１項

11 第三者意見照会書（法第86条第２項適用） 法第86条第２項

12 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 法第86条

13 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知
書

法第86条第３項

14 保有個人情報訂正請求書 法第91条第１項

15 保有個人情報訂正決定通知書 法第93条第１項

16 保有個人情報不訂正決定通知書 法第93条第２項

17 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 法第94条第２項

18 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 法第95条

19 他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書 法第96条第１項

20 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 法第96条第１項

21 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 法第97条

22 保有個人情報利用停止請求書 法第99条第１項

23 保有個人情報利用停止決定通知書 法第101条第１項

24 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 法第101条第２項

25 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 法第102条第２項

26 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 法第103条

27 保有個人情報（目的外利用・外部提供）申請書 第３条

28 保有個人情報（目的外利用・外部提供）決定通知書 第３条

29 苦情申出書 条例第12条

30 苦情処理結果通知書 第９条
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